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練馬区障害者計画・第三期障害福祉計画（素案）に対する意見等について  

 

１ 意見の募集等について  

 ⑴ 区民意見反映制度 

① 周知方法    平成 24 年 2 月 1 日  ねりま区報、区ホームページに掲載  

② 意見募集期間  平成 24 年 2 月 1 日から 2 月 20 日 

 ⑵ 素案説明会（全４回開催）  

開催日 会場 参加者数 

平成 24 年 2 月 4 日(土) 勤労福祉会館  １７名 

平成 24 年 2 月 6 日(月) 練馬区役所 ２５名 

平成 24 年 2 月 7 日(火) 関区民ホール    ９名 

平成 24 年 2 月 11 日(土・祝) 光が丘区民ホール  １１名 

                           計 ６２名 

 

３ 区民からの意見 １１７件（３３名）   

 

① 計画全般について  １９件 

② 総合相談体制を構築するについて  １４件 

③ 居宅系サービスを充実するについて   ３件 

④ 日中活動系サービスを充実するについて   ３件 

⑤ 居住系サービスを充実するについて   ３件 

⑥ サービスの質の向上について   ２件 

⑦ 障害児支援を充実するについて  ２６件 

⑧ 障害者就労を促進するについて   ５件 

⑨ 社会生活支援を推進するについて  １１件 

⑩ 安全な暮らしを支えるについて   ９件 

⑪ 福祉のまちづくりを推進するについて   ２件 

⑫ 障害者医療を推進するについて   ４件 

⑬ その他 １６件 
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２ 意見の反映状況  

 

 区 分 内  容 件 数 

◎ 計画に反映  
「素案」から「案」へ変更する際に、計画に意見

を反映したもの  
 ２件 

○ 計画の説明  
「素案」に主旨・内容が記載済であり、その旨説

明したもの  
５４件 

□ 既に実施 
既に事業を実施しているもの、または他計画で記

載されているもの  
 ８件 

△ 今後検討 今後、検討を行うもの  １３件 

― その他 
対応が困難なもの、計画に関連の無い意見、他部

署に意見を伝えるものなど  
４０件 
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３ 区民の意見とそれに対する区の回答または見解 

  ※ 意見総数 117件のうち同様な意見は一括して回答しているため、回答総数は

98件となっている。 

 

① 計画全般について     

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

１ 

 幼児期支援、就労支援含め、生

涯を通じて総合的な施策推進が

必要である。 

 年代等に応じた支援の充実

を図るとともに、就学時、卒業

時、就職時等の大きな節目を迎

えた際にも円滑に次の環境に

適した支援を実施できるよう、

「ライフステージに応じた切

れ目のない支援」に取り組んで

まいります。 

○ 

２ 

 改正障害者基本法においては、

障害者は権利の主体として位置

づけられているにもかかわらず、

計画全体で「支援」という言葉が

多く見られる。「やってあげる」

という視点を持っているように

感じられる。 

 改正障害者基本法では、その

目的として「全ての国民が障害

の有無に関わらず個人として

尊重されること」、「相互に人

格と個性を尊重する共生社会

の実現をめざすこと」、「障害

者の自立及び社会参加の支援

等のための施策を総合的かつ

計画的に推進すること」などを

掲げています。 

 このため、次期障害者計画で

は改正障害者基本法の趣旨を

踏まえ、自己選択・自己決定の

もと必要なサービス等を利用

し自立した地域生活が送れる

よう、総合相談の充実や十分な

情報提供等を行うとともに、と

もに尊重し合える地域づくり

に取り組むこととしています。 

○ 
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３  

 計画全体的に、上っ面のきれい

ごとに終始している部分が多い。

これまでの取組の何が不充分で、

どこに課題があるかを謙虚に検

証してほしい。 

 次期障害者計画は、現行障害

者計画の進捗状況の検証を踏

まえ、公募区民、障害者団体、

学識経験者等からなる練馬区

障害者計画懇談会の議論をも

とに策定を進めてきたもので

す。 

計画策定後も、適宜事業の検

証等を行いながら施策を進め

てまいります。 

○ 

４ 

 利用者が増えた、新たな施設が

建設された、ということだけに注

目せず、利用者が満足しているか

どうかという視点で、チェックし

ながら施策を推進してほしい 

 次期障害者計画は、障害者基

礎調査や障害者団体へのヒア

リング等を通して、満足度を含

めた施策に対するご意向等を

伺い、これを踏まえながら策定

を進めてきました。 

また、区立施設においてはモ

ニタリング制度を導入し、利用

者のご意向等の把握に努めて

います。 

 計画策定後も、引き続き利用

者のご意向等の把握に努め、施

策の推進を図ってまいります。 

○ 

５ 

 区職員が異動することにより、

計画通りに事業が推進していく

のかが不安である。 

 区の行う事業は、区全体の計

画である基本構想・長期計画

や、障害者計画等の部門計画な

どにより、計画的に組織として

取り組んでいます。このため、

職員の異動の有無に関わらず

計画を着実に進めてまいりま

す。 

○ 

６ 

 区職員は、自分が障害当事者ま

たは障害者の親になった気持ち

を持って施策を推進してほしい。 

 障害者施策は、これまでも障

害のある方やその家族、障害者

団体、障害福祉サービス事業者

等から幅広くご意見等を伺い、

これを踏まえながら進めてき

○ 
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ました。 

 今後も同様の視点を持って

施策を進めてまいります。 

７ 

 基本理念である「あんしん」を

実現するためにも、地域に充分な

基盤整備を図るとともに、家族支

援も充実させる必要がある。 

 引き続き、地域生活に必要な

さまざまなサービス等を提供

できるよう、そのための基盤整

備を進めてまいります。 

 また、相談支援等を通じて家

族支援の充実を図ってまいり

ます。 

○ 

８ 

 障害者基本法では、障害の有無

にかかわらず、共生する社会を実

現することが規定されている。計

画目標の趣旨である「どんなに障

害が重くとも」の文言は障害者基

本法の趣旨と矛盾するため、削除

を望む。（他同様 3件） 

計画目標の趣旨に、「障害を

理由に差別されない」、「一人

ひとりの個性と人格を尊重

し」、「地域の中で自立した生

活を送る」等の記載をすること

で、障害者基本法の趣旨をとら

えていると考えています。 

 また、ご指摘の文言を含め計

画目標は、公募区民、障害者団

体、学識経験者等からなる練馬

区障害者計画懇談会の議論を

経て設定されたものです。 

― 

９ 

 計画目標の趣旨である「どんな

に障害が重くとも」は当事者の視

点とは思えない。少なくとも行政

が判定する事柄ではない。（他同

様 1件） 

○ 

10 

 計画目標の趣旨に「自らの意思

で自立した生活を送ることがで

きる社会をめざします。」とある

が、それは、社会的な生活の営み

と深く結びついている。大多数が

送っている日常と切り離された

場所では、自らの意思も自立した

生活も、実体のないものになって

しまう。私達から離れた場所での

計画にしないでほしい。 

 次期障害者計画は、障害のあ

る方が自立した地域生活を送

れるよう、必要な施策をまとめ

たものであり、障害のある方を

地域から切り離すものではあ

りません。 

 なお、次期障害者計画は障害

者基礎調査や障害者団体への

ヒアリングにより、障害のある

方のご意向等を把握し、公募区

民や障害者団体、学識経験者等

からなる練馬区障害者計画懇

談会の議論をもとに策定を進

めているものです。 

○ 
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11 

 計画目標の趣旨にある「自立」

の定義については、「障害の有無

に関わらず、共にいきてゆくなか

で、お互いの存在や関わりが社会

を成熟させる力になること」に改

めてほしい。（他同様 1件） 

 「自立」については、公募区

民や障害者団体、学識経験者等

からなる練馬区障害者計画懇

談会の議論を経て、区独自の定

義づけをしたものです。このた

め、修正はいたしませんが、さ

まざまなご意見があるという

ことを踏まえながら、引き続き

施策の充実に取り組んでまい

ります。 

― 

12 

 基本理念である「つながり」に

ある「気づき」とはどのような意

味合いであるか。また、誰が誰に

対する気づきであるのか。障害者

基本法の「障害の有無にかかわら

ず、相互に人格と個性を尊重しあ

いながら共生する」を共有した啓

発活動で良いのではないか。（他

同様 1件） 

 「気づき」とは、障害者、高

齢者、子育て中の方などと一緒

に活動することなどを通じ、多

様な人がともに生活している

ことに対して理解を深め、社会

のバリアを自分の問題として

考え、行動するという、一連の

共感・理解のことです。 

 なお、「気づき」の視点は、

練馬区障害者計画懇談会の提

言を受けて盛り込まれました。 

○ 

13 

「計画目標の趣旨」では、障害者

基本法に則った書き方になって

いるので、「施策展開の視点」も

障害者基本法に則った文言にす

るべきである。 

 「施策展開の視点」は、権利

擁護の観点、地域や近隣住民の

理解などの障害者基本法の趣

旨を踏まえ、施策を進めていく

上で必要な視点を記載してい

ます。 

○ 
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② 総合相談体制を構築するについて   

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

14 

 総合福祉事務所・保健相談所の

相談支援充実とは、どのような内

容か。 

 障害のある方の地域生活上

の意向などを、ライフステー

ジに応じた必要なサービスや

支援につなぎ、自立した地域

生活が送れるよう、職員の支

援力の向上を図り、各相談部

署の連携を強化し相談支援体

制の充実を図ります。 

○ 

15 

 障害者地域生活支援センターの

「基幹相談支援センター化」とは、

どのような内容か。 

 基幹相談支援センターは、

平成22年の障害者自立支援法

改正により新たに創設された

事業です。地域の相談支援の

拠点として、総合的な相談業

務（身体障害、知的障害、精

神障害対応）および成年後見

制度利用支援事業の実施、地

域の相談支援事業者への助

言、地域の相談支援専門員の

人材育成等を行うものです。 

地域の相談支援体制を強化す

るため、区内 4 か所の障害者

地域生活支援センターが基幹

相談支援センターの機能を果

す予定です。 

○ 
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16 
 障害者におけるケアマネジメン

ト体制とはどのようなものか。 

 ケアマネジメントとは、そ

の人が望む社会生活を支援す

るため、社会生活上の意向・

課題を把握し、さまざまな社

会資源に適切に結びつけいて

いく手続や手法のことです。

このため、相談支援の充実を

図り適切な障害福祉サービス

等につなぎ、また、関係機関

の連携強化を図ることでさま

ざまなニーズに対応できる体

制を整備してまいります。 

 さらに身近な相談先（施設

や学校、病院など）に対して

も、情報提供や助言などを通

し、地域で障害のある方を支

える体制づくりに取り組みま

す。 

○ 

17 
 「計画相談支援」の内容を教え

てほしい。 

 平成22年の障害者自立支援

法の改正により、自立生活を

支援するためのサービス等利

用計画作成の対象者が大幅に

拡大されるとともに、サービ

スの利用状況等の把握を行う

モニタリングの仕組みが導入

されました。 

 この一連の支援が計画相談

支援で、作成数等を障害福祉

計画において設定していま

す。 

○ 
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18 

 地域生活支援センターに頼って

しまうことで、逆に地域生活が充

実しないのではないか。自分を例

にあげれば、近所の商店街等と日

頃からつながりを持っていれば、

さまざまな支援や情報を得られる

し、地域生活も充実する。 

 地域生活の充実のためには

日頃からの地域とのつながり

が重要であると考えます。こ

のため、次期障害者計画では

基本理念の一つに「つながり」

を掲げ、相談支援や地域の見

守り支援の充実に取り組むと

しています。 

なお、独力で地域とのつな

がりを持つことが難しい方も

多いことから、障害者地域生

活支援センターでは、障害の

ある方と地域のさまざまな資

源をつなぎ、自立した地域生

活を送るための支援を行って

います。 

○ 

19 

 聴覚障害者が安心して相談にい

けるよう、各障害者地域生活支援

センターに、手話ができる職員を

配置してほしい。 

 障害者地域生活支援センタ

ーの相談支援員は、手話の習

得に向けた取組を行っていま

すが、技量が不十分な場合は

筆談等の方法を交えながら意

思疎通を図っています。 

□ 

20 

 高次脳機能障害等の中途障害者

に合う支援プログラムを提供する

事業所がない。中途障害者支援事

業実施に際し、関係者から意見を

聴く等して事業内容を検討する必

要がある。 

 平成22年度に中途障害者支

援事業のあり方検討会を実施

し、有識者等の関係者からの

ご意見を提言としていただい

ております。中途障害者支援

事業実施に際しては、この提

言を踏まえ、事業内容を検討

してまいります。 

□ 

21 

 中途障害者支援事業は平成25年

度から実施となっているが、平成

24 年度からできる範囲での支援を

実施してほしい。 

 心身障害者福祉センターに

おいて、平成 24年度から、相

談や情報提供などの支援を実

施できるよう検討してまいり

ます。 

△ 
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22 

 中途障害を負った場合、障害受

容に時間がかかる等、精神的負担

が大きく、次のステップに踏み出

せない方も多い。そういった方々

に対するメンタルケアが必要では

ないかと感じる。 

 平成22年度に実施した中途

障害者支援事業のあり方検討

会において「中途障害者の精

神的ストレスを軽減するため

の心理カウンセリング的な相

談」の必要性について提言を

いただいており、事業内容に

反映させるよう検討してまい

ります。 

△ 

23 

 民生委員の仕事の中に障害者支

援に寄与することも含まれると思

う。しかし、計画素案においては

民生委員の記載が見受けられな

い。障害者施策において、民生委

員に期待するところは何か。 

 次期障害者計画では、相談

支援の充実を強く打ち出して

いるところです。このなかで

民生・児童委員については、

身近な地域で日頃障害のある

方やその家族と関わっている

身近な相談窓口として位置づ

けています。障害のある方の

悩み等に寄り添いながら、必

要に応じて総合的な相談窓口

などにつなぐ役割を担ってい

ただくことを期待していま

す。 

◎ 

24 

 障害者がさまざまな機関を利用

する際、その窓口の対応には差が

ある。不快な思いを受けたときに、

相談できる窓口を設置してほし

い。 

 苦情等の相談については、

各窓口を所管する部署や区の

広聴の窓口にご相談下さい。

また、事業者の提供する保健

福祉サービスに関する相談

は、保健福祉苦情調整委員会

へご相談いただくことも可能

です。 

 なお、引き続き窓口対応の

向上に向け取り組んでまいり

ます。 

○ 
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25 

 「親亡き後」を考えるには、親

あるうちにさまざまな支援機関と

の連携を図っておく必要がある。

そのためには、支援の調整、権利

擁護の視点を踏まえた相談支援の

充実が求められる。 

 次期障害者計画では、相談

支援のさらなる充実を打ち出

しているところです。さまざ

まな関係機関がその専門性を

活かしながら、また連携しな

がら継続的に障害のある方を

支援できるよう、施策を進め

てまいります。 

○ 

26 

  障害のある方が地域でライフス

テージに応じた支援を受けること

ができるよう、学齢期から特別支

援学校等に対し、区から情報提供

等をする必要がある。 

 これまでも、さまざまな機

会を通して情報提供や情報交

換等を行ってきました。学齢

期のこどもや家族にとって学

校が身近な相談先となってい

ることから、今後も十分な情

報提供等ができるよう取り組

んでまいります。 

○ 

27 

 知的重度の障害者を抱えている

と日々の生活に追われ、意見を表

出する機会も情報を得る機会も少

ない。 

 障害者基礎調査によると、

学校や施設、病院などを身近

な相談先とする回答が上位に

あがっています。 

 このため、身近な相談先へ

の情報提供を進めていくこと

で、多くの方々に情報が行き

わたるように取り組んでまい

ります。 

 また、施策や事業にご意見

等ある場合は、電話、ファッ

クス、電子メール等のご都合

の良い方法により、担当部署

や各相談窓口までお寄せ下さ

い。 

○ 
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③ 居宅系サービスを充実するについて   

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

28 
 ショートステイ事業の充実の内

容を教えてほしい。 

 区立しらゆり荘の移転開設

に伴い、平成 24年 6月からシ

ョートステイ事業を開始しま

す。あわせて、区内民間事業

所(障害者支援施設、グループ

ホーム･ケアホーム)の空床等

を活用し、ショートステイ事

業を拡充します。 

○ 

29 

 ショートステイ事業を簡便な手

続きで利用できるようにしてほし

い。 

 障害者自立支援法の手続き

をスムースに行えるように、

窓口対応してまいります。 

○ 

30 

 大泉つつじ荘（緊急一時保護）

事業が法内化されることにより、

緊急時の利用ができなくなるの

か。 

 法内事業に移行後も、現行

と同様の事業の運用を行う予

定です。なお、法に則った所

定の手続きは必要となりま

す。 

○ 

 

④ 日中活動系サービスを充実するについて 
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

31 

 高次脳機能障害者に対応する

「地域活動支援センターⅢ型事

業」を整備する必要がある。 

 地域活動支援センターⅢ型

は、訓練や介護といった既存

の障害福祉サービスを利用し

にくい方を対象とした日中活

動の場として整備を計画して

います。 

 事業内容については、引き

続き検討してまいりますが、

就労継続支援Ｂ型事業所等の

利用が難しい、高次脳機能障

害者や精神障害者の利用を想

定しています。 

○ 

32 
 「地域活動支援センターⅢ型事

業」の内容を教えてほしい。 
○ 
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33 
 区立福祉園等において、入浴介

助を実施してほしい。 

 区立福祉園に入浴設備を設

置する予定はありません。 

なお、入浴については谷原

フレンドの夕焼けふれあい事

業や訪問入浴サービス等の制

度がありますのでご相談下さ

い。 

― 

 

⑤ 居住系サービスを充実するについて 
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

34 

 地域で自分らしく暮らし続ける

ために、グループホーム・ケアホ

ームの整備を含め、さまざまな施

策の充実が求められる。また、暮

らしの場の整備だけでなく、地域

とつながる暮らしを支える仕組み

が必要である。 

 住み慣れた地域で暮らし続

けるためには、グループホー

ム・ケアホームなどの居住の

場の整備、ホームヘルプ等の

障害福祉サービス、相談支援

の充実を図るとともに、地域

で障害のある方を支える体制

づくりが必要です。 

 このため、障害理解への取

組や障害のある方の社会参加

への取組を進めてまいりま

す。 

○ 

35 

 高齢期を迎える重度知的障害者

のために、区内に入所施設を増や

してほしい。 

 現在、住まいの場の確保に

ついてはグループホーム・ケ

アホームの整備などにより対

応しています。  

一方で、入所施設での支援

が必要な方もおり、このこと

から、既存の施設の活用や事

業者との協議を行うなど必要

な対応をとってまいります。 

△ 

36 

 区内入所施設の増設等によって

入所枠を拡大することを関係部署

に働きかけてほしい。 

 さまざまな機会をとらえて

働きかけてまいります。 
△ 
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⑥ サービスの質の向上について     

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

37 

 児童デイサービス等における支

援の質が低い。区として、事業内

容の把握と改善の指導が必要では

ないか。 

 事業者指定を行う都と連携

を図り、必要に応じて指導検

査に立ち会うなどしていま

す。また、支援の質の向上に

向け、区内の事業者で構成す

る練馬区障害福祉サービス事

業者連絡会での取組を支援し

てまいります。 

○ 

38 

 中途失明者を含め、ガイドヘル

パーへの需要は増加する傾向にあ

ると思う。それに対応できる体制

を整えてほしい。 

 さまざまな機会をとらえ、

引き続き介護・障害福祉サー

ビスの人材確保に努めます。 

○ 

 

⑦ 障害児支援を充実するについて 
    

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

39 

 （仮称）こども発達支援センタ

ーは18歳まで支援するとなってい

るが、そこで支援が途切れてしま

うのではないかと不安に感じる。

もう少し幅広い支援が必要ではな

いか。 

 （仮称）こども発達支援セ

ンターは、発達に心配のある

子どもを対象とした相談、療

育等の事業を行うものです。

成人期への移行に際しては、

障害者地域生活支援センター

等の関係機関と適切に連携を

図ってまいります。 

◎ 

40 

 （仮称）こども発達支援センタ

ーの整備で子どもたちがさらに分

けられてゆくことになれば、障害

児がおとなになった時、地域のな

かで生きがいをもって、自らの意

思で自立した生活を送ることがで

きるようになるのか。 

 （仮称）こども発達支援セ

ンターは、区内の発達に心配

のあるお子さんについての相

談や必要な療育を行い、その

お子さんに応じた発達を支援

することで、地域での生活を

支援するものです。 

○ 



 

 15 

41 

各論５「障害児支援を充実する」

の「現状」における「課題を早期

に発見し、早期療育につなげる」

等の文言および「課題」における

「保護者に受容してもらう」等の

文言は、共生社会の実現を目指す

のであれば必要ないため、削除し

てほしい。 

 発達に心配のある子どもへ

の早期発見、早期療育と保護

者の障害受容は、適切な支援

を提供するうえで重要なこと

と考えます。 

また、次期障害者計画は公

募区民、障害者団体、学識経

験者等からなる練馬区障害者

計画懇談会での議論のもとに

策定を進めているものであ

り、同懇談会からは「療育の

ための事業所の整備を進める

必要がある」との提言を受け

ています。 

― 

42 

障害児の「状況把握に努め」「専

門機関の相談につなげ」から始ま

り、おとなになったあとも地域で

の見守り支援の整備を進める等の

文言が見受けられる。ひとたび障

害があるとレッテルを貼られた

ら、人としての権利と自由を守る

義務は保障されるのか疑問がわ

く。 

 「状況把握に努め」等は自

立した地域生活を送るために

必要な支援を示したものであ

り、障害の有無により人を区

別するものではありません。 

 なお、障害児（者）の人と

しての権利や自由が守られる

よう、障害理解や啓発に努め

てまいります。 

○ 

43 

 (仮称）こども発達支援センター

での相談の際、校区の通常の学級

へは誰でも入ることができるとい

う選択肢があることを本人・保護

者に知らせてほしい。 

進路の相談があった場合に

は、保護者のご希望をよく伺

いながら、アドバイスしてい

きます。 

― 

44 
 福祉と教育が充分に連携を図り

ながら施策を推進してほしい。 

（仮称）学校教育支援センタ

ー等の教育関係機関と連携を

図ってまいります。 

○ 

45 

 児童デイサービスについては、

練馬区内において偏在がある。地

域ごとに偏らず設置する必要があ

る。 

児童デイサービスは区が設

置するものではなく、事業者

が都に申請して開設するもの

です。開設に向けて事業者と

の調整を行う中で、必要な情

○ 
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報提供を行うなど、区東部地

域への設置に努めてまいりま

す。 

46 

 児童デイサービスを増やし、障

害児だけを１ヶ所に集め、支援を

していくと地域とのつながりが薄

くなってしまう。 

 児童デイサービスは、身近

な療育の場として、お子さん

に応じた時間や回数を利用す

るものであり、地域とのつな

がりを薄くするものではあり

ません。 

― 

47 

 特別支援学級を増やすとは、健

常者と分けて教育していくことで

ある。大人になったときに地域と

のつながりが薄くなってしまう。 

 特別支援学級では、お子さ

んの障害の状況や特性を生か

した教育を行うと同時に、通

常の学級との交流等を通し

て、地域とのつながりを持つ

ように努めています。 

― 

48 

 特別支援学級を増やしていくの

ではなく、教員の増員等を行い、

通常の学級での教育を受ける体制

を整えてほしい。 

 区立小中学校の教員配置に

つきましては、都の規定に従

ってその数が決められている

ことから、区で増員すること

は困難です。しかし練馬区に

おいては、学校の申請に基づ

き、区独自で学校生活支援員

（非常勤職員）と学校生活臨

時支援員（臨時職員）を配置

し、通常の学級で学ぶ配慮を

要する児童生徒の支援を行っ

ています。今後もその配置を

継続するとともに、特別支援

教育に関する教員の指導力向

上を図り、配慮を要する児童

生徒への支援の充実を進めて

まいります。 

― 

49 

 特別支援学級の増設について、

幼稚園も保育園も一緒だったの

に、ここからは、特別支援学級や

特別支援学校しか選択の余地がな

 就学にあたっては、特別支

援学級や特別支援学校、ある

いは通常の学級を含めて、保

護者の意向も踏まえながら、

― 
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いような施策になっている。親や

本人が願うなら通常の学級で学ぶ

ことができるという文言を盛り込

んでほしい。 

お子さんにとって最も適切な

就学先を相談しております。 

50 

  障害のあるなしに関わらず、全

ての子どもがまず、通常の学級で

学び育つことを保障すべきであ

る。（他同様 6件） 

障害の程度や状態など、

個々のお子さんの教育的ニー

ズに的確に応えることができ

るよう、教育の場を設定する

ことは必要であると考えてい

ます。 

― 

51 

  個別事業 57「特別支援教育に関

わる教員の専門性の向上」を推進

し、専門性の高い教員を支援の必

要な子どものいるクラスに配置し

て、共に学ぶ楽しさを幼年期から

進めてほしい。（他同様 1件） 

校内における研修や教育委

員会主催研修会等を通して、

教員の特別支援教育に関する

専門性の向上に引き続き取り

組み、支援の充実を図ってま

いります。 

○ 

52 
 「副籍制度」の内容・実績を教

えてほしい。 

 副籍制度とは、都立特別支

援学校に在籍している児童生

徒が地域の小中学校に副次的

な学籍を持ち、直接的な交流

や間接的な交流を通じて、居

住する地域とのつながりの維

持・継続を図るものです。 

実績 延べ ５１校 ６６人

（平成 22年度実績） 

○ 

53 

個別事業 58「副籍制度」は差別

を助長する可能性があり、インク

ルーシヴ教育の方向とは相反する

ものであると考える。（他同様 1

件） 

副籍制度とは、都立特別支

援学校に在籍している児童生

徒が地域の小中学校に副次的

な学籍を持ち、直接的な交流

や間接的な交流を行うことで

す。この制度により、居住す

る地域の中で、障害のある子

どもと障害のない子どもの相

互理解が進み、「豊かな心の

育成」につながることが期待

できるものです。 

― 
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54 

 （仮称）障害児支援ネットワー

クの推進では具体的にどのような

ことを行うのか。 

 特に生活上のさまざまな課

題を解決しなければならない

事例について、子どもの支援

を行う関係者が情報を共有す

るとともに、支援方針や支援

内容について意見調整を行

い、連携してきめ細かな支援

を行う体制を整備することを

想定しています。 

○ 

55 

 （仮称）障害児支援ネットワー

ク会議で保健・医療・福祉・保育・

教育等の関係機関の連携を強化し

てとあるが、子どもは子どもたち

の中で育ってゆくのであるから、

生活の隅々まで監視する必要はな

い。共生社会の実現には相反する

面があることを認識してほしい。

（他同様 1件） 

（仮称）障害児支援ネット

ワーク会議では、子どもの支

援を行う関係者が連携してき

め細かな支援を行うために設

置するものであり、生活を監

視するものではありません。 

― 

 

⑧ 障害者就労を促進するについて 

  
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

56 

 精神障害者は障害特性により、

就労に繋げていくことが難しい。

精神障害者の雇用の場の確保を含

め、就労施策を充実する必要があ

る。 

 区の障害者就労支援の中核

を担う練馬区障害者就労促進

協会や通所施設がハローワー

クなどの関係機関と連携し、

今後も障害特性を踏まえた雇

用の場の確保を含め、就労支

援の充実に取り組んでまいり

ます。 

○ 

57 

 工賃増額のため、区役所地下で

作業所で作成した物品の販売をし

ているが、弁当販売については、

出荷数を制限された。工賃増額を

掲げている計画に矛盾するのでは

ないか。 

 区役所地下の販売は、工賃

増額を目指すために平成23年

度から試行的に取り組んでい

るものです。区役所地下には

既存の売店があり、ここでも

作業所の弁当などを販売して

○ 
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いることなどを踏まえ、適宜

調整をお願いすることがあり

ますので、公平でわかりやす

い説明に努めてまいります。 

58 

 障害の有無に関係なく「働く場」

は居場所・交流の場・いきがいで

もある。一人ひとりがあたりまえ

の生活ができるよう、国とも協力

して移行促進を行う必要がある。 

改正された障害者雇用促進

法の趣旨を踏まえ、国の機関

であるハローワークや練馬区

障害者就労促進協会、就労移

行支援事業所等の関係機関の

連携を深め、就労支援の強化

を図ってまいります。 

○ 

59 

 現在、練馬区には特例子会社が

一社もない。就労促進を行うので

あれば、区内に特例子会社誘致と

いう方法が現実的であると考える

が、区の考えを示してほしい。 

特例子会社については区内

雇用の拡大が図られるなど、

就労促進を進めるうえで有効

な方策と考えております。こ

のため、誘致のための環境整

備等について検討を行ってま

いります。 

△ 

60 

 障害者の民間就職はほとんどな

い。それは、社会生活の中で障害

者とともに生活する経験がないこ

とにより、雇用側も障害理解が進

まず、結果として、雇用につなが

らないと思う。 

毎年、約 100 名が特別支援

学校や練馬区障害者就労促進

協会等の就労支援を受け、民

間企業に就職をしています。   

引き続き、就労促進を図る

ため障害理解を進める取組を

進めてまいります。 

○ 

 

⑨ 社会生活支援を推進するについて 
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

61 

 精神科病院に長期間入院してい

ることに対する施策にはどのよう

なものがあるのか。 

 精神科病院からの退院が可

能と考えられる方に対して、

各相談支援機関がその方の状

況や家族状況などを十分に把

握した上で、退院に向けた準

備や退院後の安定した地域生

活を送るための必要な支援を

○ 
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行います。 

62 

 総合福祉事務所における手話通

訳設置事業が障害者計画・第三期

障害福祉計画において事業化され

ていない。事業化してほしい。 

 手話通訳者の設置について

は、平成 22 年 10 月から４か

所の総合福祉事務所で、モデ

ル事業として実施していると

ころです。 

 今後については、モデル事

業の実施状況や内容について

検証を行いながら、検討して

まいります。 

△ 

63 

 練馬区における要約筆記の方法

はＯＨＰのみとなっている。ＯＨ

Ｃを購入しパソコンとプロジェク

ターを活用した方法を取り入れて

ほしい。 

練馬区では要約筆記用の貸出

し機材としては、ＯＨＰ（オ

ーバー・ヘッド・プロジェク

ター）とパソコン用のプロジ

ェクターを用意しています。

ＯＨＣ（オーバー・ヘッド・

カメラ）などの新しい機材の

導入は、利用の状況や機材の

状態など総合的に検討した上

で判断してまいります。 

△ 

64 

 リフト付きタクシーを利用して

いるが、３～４ヶ月前に予約しよ

うとしても出来ないことが度々あ

る。改善してほしい。 

 練馬区では毎年、新たな事

業者と契約するなどしてリフ

ト付タクシー事業の充実に努

めています。 

□ 

65 
 タクシー券は郵送してもらえる

のか。 

 利用者が郵送料を負担する

ことにより、簡易書留でタク

シー券の郵送交付を行ってい

ます。 

□ 

66 

 ショートステイや児童デイサー

ビスについては、所在地域に偏在

があり、送迎負担の問題で利用し

にくい状況である。事業者として

も送迎を実施するには経済的負担

が大きい。事業者・利用者が共に

負担軽減されるような取組が必要

である。 

 利用者の送迎は事業者の判

断により行うもので、事業報

酬には送迎加算が設定されて

います。このため区独自の補

助制度等を実施する予定はあ

りません。 

 なお、事業所の地域偏在の

課題については、区立しらゆ

― 
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り荘の移転により一部改善

（ショートステイ事業）が図

られると考えておりますが、

引き続き事業者との協議を踏

まえ検討を行ってまいりま

す。 

67 

 障害者ＩＴ支援者養成講座につ

いては、受講修了者が、その後、

どのような活動をしているのかが

分からない。心身障害者福祉セン

ターにおいて、修了者がＩＴサポ

ーターとして、自分が教えられる

範囲で、障害者とともに学びあえ

るパソコン教室も実施してほし

い。 

 障害者ＩＴ支援者養成講座

の受講修了者は、現在２つの

障害者ボランティア団体を設

立して活動しています。また、

心身障害者福祉センター主催

の障害者パソコン教室の運営

に参加している方もいます。 

□ 

68 

 障害理解を深める必要がある。

そのために区立小中学校で、障害

当事者がその体験談等を生徒に伝

える機会はあるか。 

 区立小中学校においては、

障害のある方を講師に招きお

話を伺う機会を持っている学

校があります。教育委員会と

しても、当事者の方の体験談

や考えに直接ふれることは、

教育的効果が高いと考えてい

ます。 

□ 

69 

 重度の知的障害者の余暇支援事

業充実として障害者青年学級の人

数拡大をしてほしい。 

春日町青少年館における障

害者青年学級の定員拡大につ

いては、施設規模の点から困

難ですが、知的障害者の余暇

活動支援の充実について引き

続き検討してまいります。 

― 

70 
 障害者におけるスポーツ支援に

はどのようなものがあるのか。 

 区立の各温水プールでは、

心身に障害のある方に安心し

て水泳を楽しんでいただける

よう、週一回・２時間、障害

者専用コースを設けていま

す。現在、水泳スタッフの安

全管理のもとで、目的・年齢

○ 
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の異なる多くの方が、水に親

しんでいます。 

 また、第 13回全国障害者ス

ポーツ大会の練馬区開催を通

じて、区民の障害者スポーツ

に対する理解を深めてまいり

ます。 

71 

 障害者パソコン教室は、初歩的

な操作講習会だけでなく、就労に

つながるような高度な講習会も実

施してほしい。 

  障害者パソコン教室では、

受講者一人ひとりへの事前の

聴き取りなどによって、それ

ぞれの需要にお応えできる講

習をめざしています。また、

必要に応じて、他機関の講習

会もご紹介します。 

― 

 

⑩ 安全な暮らしを支えるについて 
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

72 

 防災見守りカードは、他区の都

立特別支援学校に通っている練馬

区民は対象者となるか。 

 防災見守りカードは、災害

時要援護者名簿を受け取った

防災会や町会等が任意で作成

しているものです。災害時要

援護者名簿には練馬区在住で

あれば他区に通学していても

登録可能です。 

○ 

73 
 民生委員による見守り支援を強

化してほしい。 

 区は、災害時要援護者名簿

に登録いただいた方々の情報

を地域の支援活動に活用でき

るよう、民生・児童委員、区

民防災組織等に提供していま

す。今後、区組織、区民、事

業者、民間団体等、民生・児

童委員だけでなくそれぞれの

支援の担い手が役割分担して

安否確認を行う仕組みを、検

討・構築してまいります。 

○ 
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74 

安全な暮らしを支えるために

も、災害時要援護者名簿を活用し、

「顔の見える関係構築」に努めて

ほしい。 

災害時要援護者支援を担う

方々と要援護者の日ごろから

の関係づくりは、いざという

時の準備として重要なことと

考えています。今後も地域で

の見守り活動活性化に努めて

まいります。 

○ 

75 

 複数の障害福祉サービスを別の

事業所で受けている場合も想定し

て、事業者間同士での安否確認ネ

ットワークを構築してほしい。 

 区内の事業者で構成する練

馬区障害福祉サービス事業者

連絡会において、事業者間の

ネットワーク化について取り

組んでいます。今後、事業者

連絡会との連携による安否確

認の仕組みを検討してまいり

ます。 

△ 

76 

 避難時に障害者であることを表

すためタオルを巻く等の施策を進

めている自治体もある。練馬区で

は同様の取組を実施する予定はあ

るか。 

 障害者であることの表示に

ついてはさまざまな考えがあ

ることから、現状では区とし

て実施する予定はありません

が、今後避難拠点運営におけ

る課題の一つとして検討して

まいります。 

△ 

77 
 福祉避難所を整備するとは具体

的にどのようなことか。 

 避難拠点において避難生活

を送ることが困難な要援護者

を対象として、福祉避難所を

開設します。福祉避難所には、

区内の高齢者デイサービスセ

ンターや福祉園等の福祉施設

等を事前に指定しています。

しかし、災害用品や食料等の

備蓄・調達方法、受け入れ訓

練の実施、職員の配置計画な

どさまざまな課題がありま

す。これらの課題について検

討を深め、災害時に円滑に開

設できるよう準備を進めてま

○ 
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いります。 

78 

 車いすを利用している障害者が

利用しやすい災害時の避難場所を

整備してほしい。 

 練馬区では区立の全小中学

校を避難拠点に指定していま

すので、学校を利用しやすく

するための整備については教

育委員会と調整していきま

す。また、各避難拠点の状況

に応じた対策を考えるよう、

避難拠点会議等で働きかけて

まいります。 

△ 

79 

 災害時要援護者名簿に登録して

いるが、実際の災害時にどのよう

な流れで安全が図られるのか分か

らないので訓練を実施してほし

い。どこに避難すればよいか、誰

を頼ればよいか、福祉避難所の位

置はどこか等を明示してほしい。 

災害時要援護者名簿は民

生・児童委員、防災会等に提

供し、地域における要援護者

の方々への支援をお願いして

います。災害時の支援活動が

円滑に実施できるよう、支援

者と要援護者が日頃から意思

疎通を図り、支援方法等を話

し合っておくことが重要で

す。しかし、実際にはこのよ

うな活動が難しい場合もある

ため、新しい仕組みとして、

避難拠点（区立小中学校）を

中心とし、支援者が役割分担

をして要援護者の安否確認等

を行うことを検討していま

す。 

 また、災害時の避難場所は

お近くの区立小中学校（避難

拠点）です。避難拠点では区

職員、近隣住民で構成される

避難拠点運営連絡会が支援活

動を行っています。 

 福祉避難所は区内の高齢者

デイサービスセンターや福祉

園等を指定していますが、避

○ 
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難拠点において避難生活を送

ることが困難な要援護者を対

象に、必要に応じて開設しま

す。 

80 

 社会的弱者に対する区の災害時

施策について、具体的手立てを示

し、早急に実施する必要がある。

また、福祉避難所についても、具

体的な情報を周知する必要があ

る。 

災害時に自力では避難する

ことが困難な災害時要援護者

に対し、区や区民、事業者、

民間団体、ボランティア等さ

まざまな支援の担い手の力を

結集し、支援を行う新しい仕

組みを検討しています。 

 また、避難拠点で避難生活

を送ることが困難な要援護者

を対象に、必要に応じて福祉

避難所を開設することとして

います。震災時における福祉

避難所の開設状況など必要な

情報の伝達方法について検討

してまいります。 

○ 

 

⑪ 福祉のまちづくりを推進するについて 
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

81 

 さまざまな施設において、障害

者にとって使いづらいと感じる場

合がある。改善してほしい。 

 区では、「練馬区福祉のま

ちづくり総合計画」において、

「行きやすい、入りやすい、

使いやすい建物や施設づく

り」を基本方針の一つとして

定め、取組を推進しています。

この取組は、使う人の視点か

ら建物のハード面と、施設の

運用を含めたソフト面を合わ

せ、より使いやすい施設とな

るよう対策を進めるもので

す。今後も、利用する方のご

意見を伺いながら、取組を推

○ 
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進してまいります。 

82 

 施策全般的に「気づきの場づく

り」「地域の見守りの輪」の文言

があるが、同一目線が感じられな

い。文言修正を検討してほしい。

また、ともに理解を深めることに

サポーターを募る必要があるの

か。 

福祉のまちづくりを推進す

るためには、さまざまな立場

の区民が出会い、多様な暮ら

し方や考えに気づき、相互理

解を進め、共感し、行動して

いくことが重要です。福祉の

まちづくりサポーター事業

は、区民と区との協働で福祉

のまちづくりの推進を図ると

ともに、地域で気づきの輪を

広げ、誰もが住みやすいまち

をめざすための取組です。 

 また、福祉のサポーターの

方々には、研修会等を実施し、

異なる視点の方々とコミュニ

ケーションを図り、新たな気

づきを得ることで、自ら行動

していただけるように支援し

ています。 

 今後も、区民との協働によ

り福祉のまちづくりをより一

層推進してまいります。 

― 

 

⑫ 障害者医療を推進するについて 

  
  

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

83 

 区として、高次脳機能障害者が

相談できる医療機関を誘致する等

して整備する必要がある。 

 平成26年度の開院を目指し

て、練馬駅北口に回復リハビ

リテーション病床を有する病

院が設置される予定となって

います。 

 運営は、慈誠会徳丸リハビ

リテーション病院等を運営す

る医療法人社団慈誠会によっ

て行われる予定となってお

△ 
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り、ご意見にあるようなご相

談が受けられるよう調整して

まいります。 

84 

 つつじ歯科においては、月１回

でもよいので、手話ができる歯科

医師・歯科衛生士を配置してほし

い。 

 手話ができる歯科医師・歯

科衛生士の配置は困難です。 

 歯科医師等と手話による意

思疎通が必要な場合は、手話

通訳者派遣事業の利用なども

ご検討ください。 

― 

85 
 精神障害者への訪問支援につい

てその内容を教えてほしい。 

 未治療、治療中断、ひきこ

もり、退院後の病状不安定な

どの問題を抱え、安定した地

域生活が困難となっている精

神障害者の方を対象に、精神

科医師・保健師などが自宅を

訪問し、必要な対応を行いま

す。未治療の方を医療につな

げたり、問題行動の原因が精

神的疾患であるかどうかの見

立てを行ったりすることで、

入院・再入院の防止や地域生

活の安定化を図るための事業

です。 

○ 

86 

 精神障害者への訪問支援は、本

人からだけでなく、近隣にお住ま

いの方からの相談でも訪問するこ

とはあるか。 

 近隣にお住まいの方からの

ご相談も、訪問支援を行うき

っかけとなることはあり得ま

す。ただし、法的な強制力を

もつような性格の事業ではあ

りませんので、実施にあたっ

ては、ご本人やご家族の理解

や協力が必要であると考えて

います。 

○ 
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⑬ その他   

番

号 
意見の内容 区の考え方・回答 

計画への

反映状況 

87 
 練馬区の障害福祉の水準は２３

区内ではどの位の位置であるか 

 他区と比較して取組が進ん

でいる分野とさらに進める必

要がある分野があり、水準が

どの程度かということは一概

には言えませんが、引き続き

計画に基づいて、障害のある

方の自立した地域生活を支援

するため、着実に施策を進め

てまいります。 

― 

88 

 区報での素案説明会開催につい

ての記事には「手話通訳・要約筆

記がつきます」という記載がなか

った。もう少し配慮してほしい。 

 これまでも、素案説明会に

ついては手話通訳、要約筆記

により、聴覚に障害のある方

へ情報提供を行ってきまし

た。 

 今後も、同様の対応を行っ

てまいりますが、その旨のご

案内についても区報や区ホー

ムページに掲載するなど、配

慮してまいります。 

△ 

89 

 障害に認定されていないが生活

に困難を抱えている方（難病者等）

も多くいる。こういう方々の実態

把握のためにも、基礎調査を行っ

てほしい。 

 制度の谷間をなくすよう、

今後もさまざまな方法で実態

の把握に努めてまいります。 

△ 

90 

 改定練馬区障害者計画期間中

（平成 19 年度～平成 22 年度）に

障害者数が約 10％増加したと説明

されたが、その内訳はどうなって

いるか。 

 障害者手帳の所持者数で比

較すると、身体障害者が約 6％

増、知的障害者が約 10％増、

精神障害者が約 39％増となっ

ています。精神障害者の伸び

が大きくなっていますが、３

障害のうち身体障害者の割合

が大きいため、障害者手帳の

○ 
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所持者数は約 10％増加したと

説明させていただきました。 

91 
 区内における高次脳機能障害者

の数はどの位か。 

 区による調査は行っていま

せんので不明ですが、東京都

の調査によれば、都内に

49,508人と推計されています

（平成 20年 3月）。 

― 

92 

 65 歳を過ぎて身体障害者手帳を

取得した場合には手当が支給され

ない。不公平を感じる。 

 心身障害者福祉手当につい

ては、国の制度とは別に東京

都、特別区において独自に稼

働年齢で障害を負った方を対

象とすることを目的として、

65 歳の年齢制限を設けていま

す。 

― 

93 
 練馬区における障害福祉に関す

る年間予算はどの位か。 

 平成23年度当初予算の障害

者福祉予算規模は、およそ 124

億円となっています。主な項

目は自立支援給付費が約50億

円、地域生活支援事業経費が

約 6 億円、自立支援医療費が

約 8 億円、各種福祉手当が約

20 億円、福祉作業所維持運営

費が約 6 億円、福祉園維持運

営費が約 12億円、となってい

ます。 

― 

94 
 福祉園における年間予算はどの

くらいか。 

 平成 23年度当初予算では、

福祉園維持運営費として約 12

億円を計上しています。 

― 

95 

 障害者計画懇談会からの提言の

うち、⑩福祉のまちづくりを推進

するにおいて、「地域を支える中

心となる地域の民間団体」とはど

のような団体であるか。（他同様 1

件） 

 区民自ら主体となって活動

し、福祉のまちづくりを進め

るため、地域の方々の交流事

業などを行う団体のことで

す。 

□ 
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96 

 障害者計画懇談会からの提言の

うち、⑥障害児支援を充実するに

おいて、「障害児支援の充実を図

る必要がある」という記載内容を

「同じ場で共に学び育つために必

要な配慮や支援を推進する」に改

めてほしい。（他同様 1件） 

 障害者計画懇談会の提言

は、区に提出された練馬区障

害者計画懇談会意見書におい

て、同懇談会の総意としてま

とめられた項目です。このた

め、区が修正を行うことはで

きません。 

― 

97 

 障害者計画懇談会からの提言の

うち、⑨安全な暮らしを支えるに

おいて、「見守り」という文言が

使用されているが、障害者基本法

の「共生」からはずれていると感

じる。そのため、別の文言にする

必要がある。（他同様 1件） 

― 

98 

 障害者計画懇談会からの提言の

うち、⑩福祉のまちづくりを推進

するにおいて、「ともに理解を深

める「気づき」を進めていく必要

がある」を「ともに理解を深める

ため、共生社会の実現を進めてい

く必要がある」に改めてほしい。

（他同様 1件） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

お問い合わせ 

 

練馬区健康福祉事業本部福祉部 

障害者施策推進課事業計画担当係 

電話 ５９８４－４６０２（直通） 

Fax ５９８４－１２１５ 

E ﾒｰﾙ shogaisisaku02@city.nerima.tokyo.jp 


